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平成25年７月24日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・東九州メディカルバレー構想について

・東九州メディカルバレー構想に係る「タイ国

医療技術者研修（ＣＲＡＩＲ事業 」の実施に）

ついて

・やまさき十三氏初監督作品 映画「あさ・ひ

る・ばん」について

・宮崎県初の「なでしこリーグ公式戦」の開催

について

・本県におけるコンテナ貨物の現況について

・県営住宅における住宅使用料算定誤りについ

て

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 清 山 知 憲

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 一 則

委 員 押 川 修一郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 茂 雄 二

商工観光労働部次長
小八重 英

兼労働政策課長

企業立地推進局長 福 田 裕 幸

安 田 宏 士観光物産・東アジア戦略局長

商 工 政 策 課 長 田 中 保 通

金 融 対 策 室 長 沼 口 晴 彦

産 業 振 興 課 長 椎 重 明

産業集積推進室長 冨 山 幸 子

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

企 業 立 地 課 長 津 曲 睦 己

観 光 推 進 課 長 孫 田 英 美

大 西 祐 二記紀編さん記念事業推進室長

日 下 雄 介オールみやざき営業課長

古 賀 孝 士工業技術センター所長

森 下 敏 朗食品開発センター所長

渡 邉 靖 之県立産業技術専門校長

県土整備部

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
図 師 雄 一

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
白 賀 宏 之

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 直 原 史 明

部参事兼管理課長 郡 司 宗 則

用 地 対 策 課 長 黒 木 秀 樹

技 術 企 画 課 長 髙 橋 利 典

工 事 検 査 課 長 永 野 広

道 路 建 設 課 長 大 坪 憲 男

道 路 保 全 課 長 坂 元 宗一郎

河 川 課 長 東 憲之介

ダ ム 対 策 監 上 山 孝 英

砂 防 課 長 加 藤 仁 志

港 湾 課 長 永 田 宣 行
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空 港 ・ ポ ー ト
川 野 福 一

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 谷 睦 彦

建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

営 繕 課 長 上別府 智

施設保全対策監 山 下 幸 秀

高速道対策局次長 原 拓 実

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 山 口 修 三

議事課主任主事 田 代 篤 生

ただいまから商工建設常任委員○黒木委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前10時１分再開

皆さん、おはようございます。○黒木委員長

それでは、委員会を再開いたします。

報告事項の説明を求めます。

おはようございます。○茂商工観光労働部長

商工観光労働部でございます。

初めに、委員の皆様方には先般の県内調査に

おきまして、県南地域の商工観光労働部関連の

施設などを調査いただき、まことにありがとう

ございました。

また、先月下旬の日台友好議員連盟の皆様に

よる台湾訪問、さらには今月中旬の宮崎県台湾

訪問団におきまして、福田議長や黒木委員長を

初めとする皆様の台湾訪問によりまして、今後

の東アジア経済交流の推進に大きく弾みがつい

たものと考えております。あわせてお礼を申し

上げます。

さて、本日はお配りしております常任委員会

資料の目次にありますとおり 「東九州メディカ、

ルバレー構想について」などにつきまして御説

明をさせていただきます。

詳細につきましては、担当課長、室長から御

説明いたしますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

私からは以上でございます。

産業集積推進室でご○冨山産業集積推進室長

ざいます。委員会資料の１ページをごらんくだ

さい。

東九州メディカルバレー構想につきまして、

。最近の取り組み状況を中心に御報告いたします

、 、 、 、本構想は 宮崎 大分 両県の産学官により

平成22年10月に策定、23年12月には国の総合特

区の指定を受けまして、医療機器産業の一層の

集積やアジアへの貢献を目指して推進している

ところでございます。

１の最近の動きでございますが （１）宮崎大、

学医学部の寄附講座、血液・血管先端医療学講

座につきましては、宮崎県及び延岡市の共同寄

附によりまして、24年２月に設置し、同年３月

には、県立延岡病院に県北拠点を開設したとこ

ろでございます。

２つ目の丸にありますように、現在、地場企

業とともに、血栓防止フィルターや痛みのない

針の開発など、研究開発拠点として取り組みを

推進していただいているところでございます。

（２）医療現場のニーズと企業とのマッチン

平成25年７月24日(水)



- 3 -

平成25年７月24日(水)

グに向けた取組でございますが、現在、県内企

業56社が参加する宮崎県医療機器産業研究会が

組織されておりまして、さまざまな活動を行っ

ているところでございますが、①、②に掲げま

したとおり、昨年度はあたご整形外科や宮崎大

学医学部附属病院の協力を得まして、医療現場

の見学会等を行ったところでございます。

次に （３）の研究開発関係でございます。、

①に、宮崎県産業振興機構による支援につい

て記載しております。

アに示しましたとおり、24年度産学官共同研

究推進事業では、アルバック機工やシステム技

研の医療機器に係る研究開発に支援を行ったと

ころでございます。

また、イに記載しておりますように、今年度

は新たに医療機器に特化した研究開発支援のた

めの補助金を創設いたしました。

②に、国庫補助事業による研究開発資金の獲

得状況を記載しております。

アの課題解決型医療機器等開発事業でござい

ますが、これは総合特区の推進調整費を活用さ

れたもので、先週記者発表させていただいた件

でございます。

九州保健福祉大学がアルバック機工などと共

同で、自動たん除去システムの開発を行うもの

で、事業費は年間8,000万円、３年間で最大２

億4,000万円となっておりまして、本格的な開発

がスタートしたところでございます。

そのほか、イの戦略的基盤技術高度化事業に

つきましても、安井株式会社が高額の研究費を

獲得し、開発に取り組んでいるところでござい

ます。

２ページをごらんください。

（４）の展示会でございますが、医療機器産

業研究会の会員企業のものづくり技術、あるい

は本構想の取り組みを紹介いたしまして、全国

に向けてＰＲするため、丸で示しております展

示会に出展いたしました。

特に、毎年４月に開催されるＭＥＤＴＥＣ

Ｊａｐａｎは来場者が約１万3,000人と、医療機

器関連ではアジア最大級の展示会でございまし

て、ＰＲ効果が高いと考えられますことから、

今後も継続的に情報発信を行ってまいりたいと

考えております。

また （５）にありますように、25年１月に、

約200名の参加を得てフォーラムを開催し、本構

想の普及啓発、機運の醸成を図ったところでご

ざいます。

次に、２の海外展開に向けた取組についてで

ございます。

（１）でございますが、24年度に透析技術の

海外展開の可能性について、タイ、インド、南

アフリカにおけるニーズ調査を実施いたしまし

た。その結果、現段階では、海外展開の相手先

としてタイが有望であるとの情報が得られてい

るところでございます。

（２）でございますが、25年度はアジア等へ

の海外展開を目的として、ＪＩＣＡやＪＥＴＲ

Ｏと連携して海外の透析医療関係者の招聘事業

を実施しております。

まず、①の日本における人工透析技術セミナ

ーでございますが、アの実施体制のとおり、Ｊ

ＩＣＡが主催し、東九州メディカルバレー構想

にかかわる行政、大学、企業が受け入れ研修機

関となって実施いたしました。

３ページをごらんください。

イの参加国等でございますが、タイ、ベトナ

ム等８カ国から保健省や大学関係の幹部職員

等17名を招聘いたしまして、５月末の５日間、

日本の透析技術や医療機器についての研修を行
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いました。

研修員からはエのコメントに記載しましたと

おり、日本の透析技術は非常にレベルが高く参

考になったが、コスト面が課題であるとの意見

や透析に使う水に関して日本の超純水の仕様を

自国の標準にしたい、また臨床工学技士の制度

は非常に有効であるといったような意見が寄せ

られたところでございます。

次に ３ページ下の②海外有識者招聘事業 タ、 （

イ国、透析分野）についてでございます。

アに示したとおり、ＪＥＴＲＯが主催しまし

て、福岡で開催された日本透析医学会への参加

とあわせまして、宮崎、大分、両県の産学官が

受け入れ研修機関となって実施いたしました。

４ページをごらんください。

イの招聘者にありますように、バムルンラー

ド病院などタイの３病院から５名の医師が参加

いたしまして、６月下旬の５日間研修を行った

ところでございます。

エのコメントにありますように、招聘者から

は、臨床工学技士の制度がすばらしいとの感想

や日本の水処理技術、あるいは新型の血液透析

機、ダイアライザー ダイアライザーという─

のは人工腎臓のことでございます また、針─

などに非常に興味を持ったことなどが報告され

たところでございます。

、 、恐れ入りますが 本日配付いたしました資料

。 、１枚紙をごらんください よろしいでしょうか

本日配付分でございます。

このことに関連いたしまして、東九州メディ

「 」カルバレー構想に係る タイ国医療技術者研修

の実施につきまして報告させていただきます。

本件につきましては、委員の皆様に御連絡い

たしましたとおり、昨日記者発表したものでご

ざいます。ＪＩＣＡ事業、ＪＥＴＲＯ事業に続

く海外展開の第３弾といたしまして、ＣＬＡＩ

Ｒ事業を活用し、宮崎県が延岡市、大分県と連

携して実施するものでございます。

２の研修生等でございますが、タイの国立ラ

チャウィティ病院から医療技術者４名を受け入

れまして、２グループに分けて、３の日程にあ

りますとおり、各グループ３カ月ずつと、比較

的長期の研修を行う予定となっております。来

月の８月から第１グループの研修がスタートい

たします。

４の研修内容でございますが （１）非臨床研、

修といたしまして、九州保健福祉大学臨床工学

科において、透析関連医療を中心とした医療機

器に関する研修を行う予定でございます。

、 （ ）、これがベースとなりますが このほかに ２

（３）に示しておりますように、病院や関連企

業の見学研修などを予定しております。

血液透析医療につきましては、日本が世界の

トップレベルにあるとのことですが、アジア等

の新興国では、欧米の医療機器が圧倒的なシェ

アを占めているのが実情でございます。

、５の期待される成果にも記載しておりますが

これらの取り組みを通じて、アジアの医療水準

の向上や日本の医療機器の海外展開の促進につ

なげていきたいと考えているところでございま

す。

以上、東九州メディカルバレー構想につきま

しては、着実な推進を目指しまして、今後とも

産学官の連携を一層強化し、研究開発や医療機

器産業の拠点づくりなど、関係者一丸となって

取り組んでまいりたいと考えております。

産業集積推進室からの説明は以上でございま

す。

。○孫田観光推進課長 観光推進課でございます

やまさき十三氏初監督作品映画「あさ・ひる・
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ばん」について御報告いたします。

委員会資料、５ページをごらんください。

まず、１の映画概要であります。

映画「あさ・ひる・ばん」は、本県出身で、

国民的なサラリーマン漫画と呼ばれるほどの人

気漫画「釣りバカ日誌」の原作者である、やま

さき十三氏の初監督作品となるもので 映画 釣、 「

りバカ日誌」シリーズをほうふつとさせる本格

コメディーでございます。

出演者につきましては、主演に國村隼さん、

板尾創路さん、山寺宏一さんを迎え、そのほか

西田敏行さん、松平健さん、本県出身の温水洋

一さん、斉藤慶子さんなど、豪華俳優人が脇を

固めております。

、 、撮影期間 主なロケ実施場所につきましては

資料のとおり、約１カ月間をかけて宮崎市、都

城市ほか県内各地で撮影をしていただいており

ます。

映画の全国公開は、平成25年11月下旬を予定

しております。

次に、２の主な県の関わりであります。

県といたしましては、知事を会長とする宮崎

フィルム・コミッションがロケ地の紹介や関係

機関との調整、エキストラの手配など、さまざ

まなバックアップを行っております。

なお、右下の写真にありますとおり、撮影期

間中には知事がロケ現場の激励に訪れ、やまさ

き十三氏に対する「みやざき大使」の委嘱や撮

影隊への宮崎牛やマンゴーの振る舞いなども行

い、劇中に宮崎県を登場させるなど、本県ＰＲ

につなげたところでもあります。

今後は、11月の全国公開に向けて関係市町と

連携して支援する会を設立し、広報宣伝活動に

取り組むことにより、この映画を通した本県の

イメージ発信や誘客促進を図ることを考えてお

ります。この映画を多くの方々に見ていただき

たいと考えておりますので、皆様の御協力をよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。

続きまして、６ページをごらんください。

宮崎県初の「なでしこリーグ公式戦」の開催

についてであります。

先般、ジェフユナイテッド株式会社、チーム

名、ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

と一般社団法人宮崎県サッカー協会との間で 譲「

渡試合に関する覚書」が締結され、宮崎県初の

「なでしこリーグ公式戦」を開催することが決

定いたしました。

大会名称は 「プレナスなでしこリーグ2013、

第18節」で、今シーズンの最終戦となります。

開催日時は 平成25年11月10日日曜日 12時30、 、

分キックオフでございます。

、 、開催場所は 宮崎県総合運動公園陸上競技場

対戦カードは、ジェフユナイテッド市原・千葉

レディース対ＩＮＡＣ神戸レオネッサとなりま

す。ジェフ市原のホームゲームであり、ＩＮＡ

Ｃ神戸がアウエーチームとなります。

主催は、公益財団法人日本サッカー協会及び

、 、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 主管は

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース及び

一般社団法人宮崎県サッカー協会となります。

現時点におけるチーム情報ですが、18試合の

うち、現在、９試合終了しており、ジェフ市原

が10チーム中７位、ＩＮＡＣ神戸が10チーム中

１位となっております。

各チームの主な選手といたしましては、ジェ

フ市原側が日本代表である山根恵里菜選手、菅

沢優衣香選手、ＩＮＡＣ神戸側が日本代表の海

堀あゆみ選手、川澄奈穂美選手、現在、代表選

手ではございませんが、澤穂希選手など、豪華

な顔ぶれでございます。今回のなでしこリーグ
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公式戦の初開催は、県内外から多くの観客が見

込まれることから、スポーツランドみやざきの

取り組みに大いに弾みがつくものであり、今後

開催が予定されているワールドカップやオリン

ピックの代表選手である「なでしこジャパン」

のキャンプ誘致につなげていきたいと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○黒木委員長

委員の皆さんで、質疑はありませんでしょう

か。

なければ、ちょっと１ついい○清山副委員長

ですか。タイに対する医療技術者研修なんです

けども、タイは医療制度としては日本と似たよ

うな保険制度があるんですかね。

タイについては、昨○冨山産業集積推進室長

年度ニーズ調査で調査団が行っております。そ

こで、一応、国民皆保険は整っているというこ

とでございますが、ただ、日本のように完璧な

ものではないというふうに聞いております。実

際に透析医療が必要な患者さんのうち、保険で

受けられている方は10％ぐらいだという報告が

なされております。

今の質問に関連ですが、いわゆる○中野委員

海外展開に向けた取り組みということで、この

東九州メディカルバレー構想にかかわって海外

とのいろんな可能性について調査とか、いろん

な取り組みをされているわけですが、この目的

というのは、いわゆる宮崎県にこういう医療機

器メーカーがありますが、そこの製品が結果と

してタイを中心に東南アジア、その他に商品が

輸出されることで、宮崎県にあるこういう企業

の売り上げが伸びて、いわゆる経営上、雇用と

いう面を含めてよくなるということが目的なん

ですかね。

はい、おっしゃると○冨山産業集積推進室長

おりでございます。日本の医療、透析技術につ

いては 先ほど御説明しましたように 世界トッ、 、

、 、プレベルにあるということだそうですが 宮崎

大分、両県にまたがりまして、透析技術を支え

る医療機器、これは日本トップシェアを占めて

いるということでございます。代表的なものと

しましては、旭化成メディカル、あるいは東郷

メディキットの留置針等がございます。日本の

透析技術を海外に展開する、それが進めば、当

然宮崎、大分の企業で生産されている製品が海

外に展開するということにつながってまいりま

すので、産業の振興ということを最終的には目

指して取り組みたいということでございます。

そうなれば非常にいいことだと○中野委員

思って、私も賛成はしますが、現実的には宮崎

県にあるそういう関連の企業を含めて、日本の

透析関係の医療機器メーカーが東南アジアにか

なり進出しています。そこで、かなり生産され

て、逆に日本のほうに逆輸入をしているという

のが現実ではないかなという気がするんです。

そしてまた、向こうにそういう需要がふえれ

ばふえるほど、そっちのほうが助長されて、一

段と海外進出を余儀なくされて、結局宮崎県に

あるこういう関連の企業は空洞化されていくよ

うな気もせんでもないんです。そういう心配、

懸念はないんですかね。

実際にあるメーカー○冨山産業集積推進室長

では、一部の部材を東南アジアの工場でつくっ

て、それを使いながら生産しているというとこ

ろもございます。

ただ、一番ポイントとなります、技術的にコ

アとなる部分は、宮崎県、大分県の工場で研究

開発をして進めていくという方針でございまし

て、実はここは、例えば去年、宮崎県内で工場
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の立地が４件ございました。医療機器に関して

です。全てその４つのうちの３つが地場の企業

の工場拡張に伴う立地でございます。こういっ

た取り組みを進めていきたいと思います。その

ためにも県内、大分県も含めて、産学官の共同

研究というのが重要になってくると思います。

、開発拠点としての位置づけをしっかりしまして

宮崎、大分で、主な製造開発をやるんだという

ことをしっかり打ち出し、企業さんもそのつも

、りで今頑張っていただいていると思いますので

そのような方向で進めていきたいと思います。

世界中に透析をしなきゃならない○中野委員

、患者さんはかなりいらっしゃると思うんですが

現実的には日本とアメリカにその患者が今のと

ころは大多数で 本当はそういう治療をしなきゃ、

ならない人たちが世界にまだたくさんおられる

けれども、そこへ今から重要がふえるというこ

とになると思うんですが、非常に有望される企

業、メーカーではあると思うんです。

だから、さっき私が言ったような海外進出の

件も頭に入れて、ぴしっとしたのをせんと、行

政とか、そういう県とか国が補助金を出して、

一生懸命育成した結果、企業は製造コストの低

い海外に進出して、結果的には海外に海外にと

いう感じになるような気がしてならんとです。

いわば日本が空洞化されるということですが、

何か私はいまいちその辺をもっと真剣にしても

らわないと、この透析も日本で高度な技術を要

するところは日本で製造してということである

と思うんですが、この透析に関しては完全なる

。製品を既に東南アジアでつくってもいるんです

今のところはそれが日本を中心に、アメリカを

含めて、どんどん東南アジアから逆に輸出され

ているというのが現実だと思うんです。

ですから、医療機器というのは非常に高度な

ものだから 日本でしか製造できないと思っとっ、

たら大変な誤解で、今既に東南アジアも物すご

いレベルアップで、全く日本の製品と遜色のな

いものが完全にできているという事実があるわ

けですから、その辺のことをうんと研究して、

いいとこ取りをされて、全部持っていかれない

ようにひとつ真剣にそういう調査もされて、行

政としての取り組み、指導をしていただきたい

なと、こう思うんです。私は、清山議員みたい

にその部分の専門家ではないから、余り医療の

ことはわかりませんが、現実我々が調査した、

あるいはいろんな読む本で、今言ったようなこ

とは、理解はできるんです。

ありがとうございま○冨山産業集積推進室長

す。今委員御指摘のことを十分踏まえまして取

り組んでいきたいと思います。そのためにも産

学官ががっちりとスクラムを組んで、企業さん

がやすやすと海外に行かないような、そういう

環境づくりにも努めていきたいと思っておりま

す。

次に、５ページの件で 「あさ・ひ○中野委員 、

る・ばん」についてお尋ねしますが、結果的に

宮崎県でゆかりのある人を含めて作品ができた

わけですが 宮崎県のいわゆるフィルム・コミッ、

ションを経由して支出されたと思うんですが、

大体幾らの事業費を使われたものなんですか、

全くそっちの金銭的なものは使ってないんです

かね。

今回制作費そのものの負○孫田観光推進課長

担は、県は全くしておりません。基本的にフィ

ルム・コミッションと県の担当職員がそれぞれ

分担して、現地のアテンド等を行っておりまし

て、映画そのものに対する制作費負担というこ

とは行っておりません。

なお、最初にロケハンにおいでになったとき
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に、その際の移動のタクシー代というような形

で28万円ほどお支払いをしている状況にござい

ます。

ほかに質疑はありませんか。○黒木委員長

さっきちょっとせっかく答弁して○井上委員

いただいたんだけれども、あともう一度。東九

州メディカルバレー構想というのは非常に期待

しているけれども 現実宮崎県にとってのメリッ、

トって何だろうかというのが明確になり切れて

いないような気がしてならないわけです。さっ

き中野委員から御指摘があったとおりだという

ふうに私も思います。問題は、行政側からの発

信はすごくあるんだけれども、大学側からの発

信と企業からの発信が非常に必要なんじゃない

かなというふうに思うんです。

だから、大学関係の病院見学研修という中身

を見ると、大体こういう病院がかかわっている

ということなんでしょうけれども、これがどの

ように今後広がっていくのかということとか、

、医療機関がどんなふうにして広がっていくのか

ただ宮崎と大分だけでとどまるのか、そして大

分の企業さんとかはどういうふうな動きをして

いくのかというのなんかが、いまいち私どもに

も見えにくい。

だから、宮崎県にとってのメリットというの

、 、は さっきも言われたとおりだと思うんですが

現実にまだつかむような形で見てないのでわか

らないところなんですけど、誘致企業が何社か

来たんだというふうに先ほど言われたんですけ

ど、それがこれと本当に具体的にセットとして

私たちが実感していいものかどうか、それにつ

いて聞かせてください。

東九州メディカルバ○冨山産業集積推進室長

レー、これはもともと産学官、特に企業さんの

声が割かし発端としては大きかったんです。た

またま東九州の地域に血液、血管に関する企業

さんが、製造業が集積しているということで、

これをうまく活用して地域の活性化を図ってい

こうと。大きな流れとしましては、海外に展開

するためには、やはり地域を挙げて取り組みを

するということも必要ですし、また地場の企業

の医療機器産業への参入を促進するということ

も今後大きく期待されるということでございま

、して 例えば具体的な成果としましては昨年─

安井株式会社が医療機器製造業の許可をとりま

して、今工場も拡張している最中でございます

が、そういう新たに医療機器に参入する、そう

いう企業をふやしていこうと、現在、それに向

けてほかの何社かも取り組んでおります。

そういうことで、例えば今なかなか自動車産

業、半導体産業が苦戦している中で、医療機器

というのは景気に左右されにくいこと、それか

らどうしても必要ですし、特に透析、血管関係

については、患者さんがこれはどうしてもふえ

ていってるという現状がございまして、ニーズ

があるということで、一旦医療機器の製造業自

体をとらなくても、医療機器をつくっている業

者との取引をするだけでも、大分経営的には安

定するというふうな声も聞いております。

そういうこともありまして、東九州メディカ

ルバレーでは、既にある医療機器メーカーはさ

らに伸びてもらうと、それからこれから医療機

器に参入しようという企業さんを後押しして、

スムーズに医療機器に参入できるように そ─

れぞれの企業さんの状況がありますので、いき

なり医療機器に挑むということではなくても、

医療機器と関連したところと取引を開始すると

いうだけでも、産業振興という点では大きな意

味を持っていると思います。

私たちとしては、企業さんの状況に応じて必
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、要な情報提供を行ったりサポートをしたりして

そういう医療機器の関連の産業に参入する企業

さんを少しでもふやしていきたいというふうに

考えているところでございます。繰り返しにな

りますけれども、海外展開となりますと、海外

に工場が移転するのではないかという、当然そ

ういう危惧もあるわけでございますが、そこは

これまでの歴史と、それからこの地域だからこ

そできるんだという、そういう産学官の連携を

深めて、実のあるものにどんどんしていきまし

て、やはり宮崎、大分でないと、こういうこと

ができませんよねという、そういう状況をつく

り上げていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

メディキットさんなんかはベトナ○井上委員

ムに工場をお持ちで、私も行かせてもらって見

せていただきましたが、大変あそこの国民の方

の目がいいとか、そういう特色とかを生かした

そういう工場で、非常に大きく発展しておられ

るというのも事実で、だからそれは別にそのこ

とが悪いというのではなく、そのことがもっと

今度宮崎県の何かに広がっていけばいいと思う

んです。

研究開発関係のところでも、非常にいい状況

になっているんだけれども、メディカルバレー

、構想というのはずっと終わりなき構想であって

何かどこを最後とするというのがないじゃない

ですか。ずっと続いていくということを考えて

いくと、途中途中でと言ったらおかしいけれど

も、宮崎県にとってどれほどの成果があったか

という振り返りをきちんとしておいて押さえて

おかないと。メディカルバレー構想というのは

あるんだけれども、それが東九州全体というこ

とも含めて、それとアジアへの拠点を広げてい

くということも含めて、そこがどんなふうにイ

メージできるのかというのが ただ漠然と広がっ、

ていくだけで、きちんとした固まった形のイメ

ージになっていかないというのに問題がありは

。しないのかなというふうにちょっと思うんです

支援していくということも、もちろんここに

書いてあった期待される成果についてもよくわ

かるんだけども、それがじゃ宮崎県だとか大分

だとか、東九州にどんなふうなことを及ぼして

いくのかということを途中途中できちんとした

点検がされていく、それから各企業さんと大学

等からも含めて、発信が丁寧にあるということ

がもっと必要なのではないかなというふうに思

うので、それを本当にこれは私どもも楽しみに

している、そしてこれを応援し続けていく者と

しては、そのことをしっかりとやっていただき

たいなというふうに実は思っています。

そして、欲を言えば、それで雇用が広がり、

企業が安定してということとかも含めて、そこ

を願っているわけですから、その辺も含めて、

途中途中でのきちんとした点検、検証をして次

に進んでいくということがあってほしいなとい

うふうに思っています。

ありがとうございま○冨山産業集積推進室長

す。やはり定期的にその成果を点検するという

、ことは十分必要なことだと思っておりますので

しっかりやっていきたいと思います。

また、情報発信につきましても、大学、ある

いは企業さん、大きな成果が出たときだけじゃ

なくて、要所要所で発信してもらいたいと私ど

もも思っておりまして、企業さんや大学にはそ

のように今促しているところでございます。先

週九州保健福祉大学に学長と担当の教授が県政

記者室に来まして発表をしていただいたんです

けども、やはりそういうことはうれしいことな

ので、いいことなので、ぜひ県民に向かって発
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信してくださいとお願いをして行ったものでご

ざいます。たまたま参議院選の前でございまし

て、なかなかテレビ等には実際は出なかったん

ですが、新聞で取り上げていただきました。

また、宮崎大学の寄附講座につきましても、

やはりいろいろ奥深いことを一生懸命やってい

ただいておりますので、発信できる限り発信し

ていこうということで、その準備も進めている

ところでございます。今後とも行政も含めて、

県民の皆様、あるいは県外、海外に向けてもＰ

Ｒしていきたいと考えております。

先ほどから東九州メ○茂商工観光労働部長

ディカルバレー構想についていろいろな御意見

いただきましてありがとうございます。この医

療機器産業の振興については、国の成長戦略に

も位置づけられてまして、私どもそれと符合す

るものとして、一生懸命取り組んでいきたいと

思っております。

それとあわせて、明るい材料としましては、

この２年後には東九州自動車道が北九州から宮

崎までつながるということでございますから、

このあたりを追い風にしながら、さらに積極的

に取り組んでいきたいと思っております。

そして、先ほどから出てましたけど、技術移

、転によって空洞化するのではないかという危惧

それはやはり常に考えておかないといけないと

いうふうに思ってます。それとあわせまして、

発信が足りないんじゃないかというお話、これ

については宮大の学長さんあたりともいろいろ

話をしてるんですけども、やはりまだまだこれ

からやらなきゃいけないなということで、引き

続き努力をしていく必要があると思っておりま

す。

それと、先ほどありました点検、あるいは検

証が必要ではないかというのは、まさにそのと

おりだと思います。これについては、特に県北

、地域の期待は非常に大きいものがありますから

随時気を引き締めて取り組んでいきたいと思い

ます。以上でございます。

現状で結構なんですけども、本県○押川委員

と大分県、このメディカルバレー構想の中で、

その会社あたりのこういう機器をつくってると

いうか どのくらいの開きがあるものなんでしょ、

うか。本県と大分県、もしわかれば。

多分おっしゃってい○冨山産業集積推進室長

らっしゃるのは生産額のことではないかと思い

ますが、医療機器の生産額については厚労省が

統計をとっているものがございます。それでい

きますと、宮崎県が約153億円程度、それから大

分県は1,100億程度と、データ上は１桁違うんで

す。

ただ、これは１つちょっと事情がございまし

て、旭化成メディカルが宮崎と大分と、工場が

またがって存在しております。それはほとんど

大分側が最終製品をつくっていると、組み立て

ているということがありまして、大分県側にカ

ウントされているという事情があります。とい

、 、うことがございますので それを考慮しますと

それほど大きな開きではないかなと思っている

ところでございます。

今話を伺って、余りにも開きが大○押川委員

きいわけです。これは以前から宮崎県より大分

県のほうがメディカルバレー構想においてはウ

エートが高いのではないかという話を我々聞い

たことがあったんですけども、この数字を見る

と、そういう方向があるのかなという気がしま

すし、幾ら旭化成が大分県側のほうで仕上げを

するからといっても、これ何とか対策というも

のは打てないわけですか。

私どももそこの実態○冨山産業集積推進室長
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をちょっと把握したいなということで、いろい

ろデータの根拠といいますか、そういったもの

を今調べているところではございます。

ただ、なかなか企業内で、その辺が余り明ら

かにしにくいという事情もあるらしくて、実際

のところどうなのかというのが、まだ今の段階

ではつかめていない状況です。およそ旭化成メ

ディカルだけで700億程度かなというふうに類推

はしております。それを半分に割って、それぞ

れ案分したとすると、その桁違いというような

状況ではないかと思っているところでございま

す。そこについては、もう少し調べてみたいと

いうふうに考えているところでございます。

早目にしっかりこれは実態を調べ○押川委員

て、対策、対応をしていかないと、本県は今あ

りましたとおり、雇用とか、今後の経済の中で

も、ここにある程度ウエートを置いていたと思

うものですから、それは急ぐべきじゃないかな

というふうに思います。ぜひ急いでください。

それと、産学官の中で、本県は福祉大と宮大

さんですけども、大分県は、大学のかかわり方

というのはどういう状況なんですか。

大分県は、大分大学○冨山産業集積推進室長

の医学部がかかわっております。それから、立

命館アジア太平洋大学、ここは医療の専門とい

うわけではないんですが、多くの海外からの学

生さんが来てるということで、そこも一応メン

バーの中に入ってるということでございます。

そこで、本日のペーパーなんです○押川委員

が、本県はこういう形で、福祉大で研修生を入

れるということでありますけども、もう既に大

分あたりはそういうことで、東南アジアあたり

から学生あたりもたくさん来てれば、こういう

ことをしなくても、そこで例えば勉強がしっか

りできてるという状況はないんですか。

立命館大学は、先ほ○冨山産業集積推進室長

ど申しましたように、医療関係を専門とする大

学ではございませんので、非常に広く一般の学

部というふうに聞いておりますので、そういう

状況にはないと考えております。むしろ九州保

健福祉大学は、去年、おととしと、既に中国か

ら１人、医療研修者を受け入れまして、そうい

。う研修の実績も持っているところでございます

今回ＣＬＡＩＲの事業を活用しまして、タイか

ら４名来ていただきますが、そこもそういう実

績に基づいて、裏打ちされて、さらにそれを進

めていこうというものでございます。

はい、わかりました。この研究開○押川委員

発関係の中で、国庫補助事業ということで、こ

の間テレビのほうでもあったと思うんですけど

も、この中で３年間、最大でも自動たん除去シ

ステム２億4,000万、それから透析用血液回路の

開発、こういう機器というのは、まだ開発され

てないということで理解をしていいのか。そし

て３年間でできなかったときは、これで終わり

なのか、そこあたりの状況がちょっとわかれば

教えてください。

まず、研究開発のテ○冨山産業集積推進室長

ーマでございますが、これは、新規性のないも

のには採択がありません。ですから、同じもの

は、世の中には今のところないということでご

ざいます。類似したものはあるかもしれないん

ですが、それではできないことが、さらにでき

。るようなものだというふうに理解しております

それから、３年間でできなかった場合でござ

いますが、それはできることを目指して頑張る

という基本姿勢でございますけれども、仮にで

きなかったときには、その状況に応じて、また

次の策を講じていきたいと思います。

ありがとうございます。我々も医○押川委員
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療機関等に行って、いろんな患者さんを診たと

きに、このたんなんかは本当に苦しんでいらっ

しゃるなというふうに思いますので、こういう

開発が本当にできて、これがまた東南アジアと

か、国内、いろんなところでまた活用できるよ

うに、ぜひ関係者の皆さん方の御努力をお願い

しておきたいと思います。ありがとうございま

した。

この３ページ、４ページでの○清山副委員長

コメントなんですけど、日本での超純水の仕様

を自国の標準にしたいとかあったり、右のほう

では、日本の大学がタイにスクールを設立すれ

ば、臨床工学技士制度が取り入れられると考え

るとあるんですけども、こういうふうにタイに

臨床工学技士の専門学校とか、そういったもの

をつくっていこうという動きというのは、具体

的には今のところないんですか。

現在のところは、タ○冨山産業集積推進室長

イには臨床工学技士の制度はございませんし、

国のほうでそういった制度をつくるという具体

的な動きはございません。

ただし、今回の研修で、かなりのそういう要

職にある方々が臨床工学技士のメリットといい

ますか、そういったものを実感して帰られまし

たので、最後の報告会のときにでも、ぜひ国の

ほうにも働きかけたいというふうなお声はいた

だきました。

ただし、国の制度を変えるには、やはり時間

がかかると、なのでそれはそれで並行してやる

、 、けれども 研修生の受け入れを認めてほしいと

そして訓練してもらいたいと、そういう要望も

ございました。以上でございます。

日本に来てる何かメディカル○清山副委員長

エンジニアの方もいらっしゃるし、ＧＥヘルス

ケアでＭＲＩを東南アジアに売り込んでいる人

が僕の友人にもいるんですけれども、医療機器

そのものだけじゃなくて、その医療機器を扱う

放射線技師と指導をする人間をパッケージにし

て売り込んでいかないと、そこでそういう医療

機器を使う技術者であったり、その機器で技術

を習得する学校というものがあってこそ、その

国でのスタンダードになっていくんだと思うん

です。

だから、ここも積極的に日本の臨床工学の技

術をタイにどんどん進出させていっていかない

と、向こうのマーケットでのデファクトスタン

ダードに日本の標準がなっていかないんじゃな

いかなと思いましたので、九保大に臨床工学科

もあるから、そういう視点もぜひ取り入れて、

。積極的に向こうに行ってほしいなと思うんです

まさにおっしゃると○冨山産業集積推進室長

おりでございまして、今回タイから４名の医療

技術者を派遣しているラチャウィティ病院、こ

れはタイの保健省直轄の総合病院でございまし

て、特に腎臓病に関しては、タイ国内でリーダ

ー的な存在だというふうに聞いております。数

年後には病棟をふやすということで、そこに透

析の施設も新たに設けると、ふやすというふう

な情報がございまして、何とかそこに日本の機

器等の制度も含めて、技術も含めて、そこで採

用されると、そこがモデルとなってタイ国に広

がっていくのではないかというふうに考えてお

ります。そういうことを目指しながら進めてい

きたいと思っております。

いいですか。ほかに質疑はあり○黒木委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようでしたら、○黒木委員長

報告事項についての質疑を終わりまして、その

他、何かありませんか。
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冒頭部長のほうから台湾訪問の話○外山委員

がありましたが、商工のほうで、知事に同行し

て部長が行かれたんですか。

私自身は、行きたかっ○茂商工観光労働部長

たんですけども、ちょっと別件で、先に入って

た用事がありまして、そちらのほうに出席をい

たしましたので、私は参加しておりませんが、

ここにおります観光物産・東アジア戦略局長以

下、観光推進課長などが参加をしたところでご

ざいます。

訪問の目的はいろいろあったと思○外山委員

うんですが、大きな目的の一つが中華航空の訪

問だったんだろうと思うんです。そこでのやり

とりは表に出てませんが、どういうやりとりが

あったのか、そこら辺ちょっとお聞かせをいた

だきたいと思います。

今回の訪○安田観光物産・東アジア戦略局長

問では、福田議長、黒木委員長を初め、議会か

らも行っていただきまして、今委員がお話のと

おり、中華航空での議論というのが大きなポイ

ントだったと思います。全体的な意見交換の中

では、中華航空からも宮崎便というのが大事な

ので、一緒になって盛り上げていきたいと、今

宮崎便が週２便なんですけれども、それを最終

的には３便に持っていくぐらいの取り組みが非

常に大事なんだということで、今後の取り組み

。を一緒になってやっていこうというお話でした

特に具体的には今搭乗率が非常に厳しい中で、

その中でも特に宮崎からの搭乗者、日本人の搭

乗者が減ってますので、そのあたりのてこ入れ

をしっかりと宮崎、あるいは中華航空、台湾が

連携して取り組んでいこうということが１点。

さらに、もう一つは、台湾便は、今航空貨物

が扱えない状況になってます。いわゆる路線の

損益を見たときに航空貨物が扱えるというのは

大きなメリットなので、ぜひ航空貨物も扱える

ような形で、中華航空と地元でぜひ具体的な協

議をやっていこうと、こういった内容であった

というふうに思っております。以上です。

総合交通課がとりあえず窓口で○外山委員

しょうが、商工も非常にそういう意味では大事

なセクションです。ちなみに最近の搭乗率はど

ういうふうになってますか。

現在の搭乗率が目標とす○孫田観光推進課長

る60％を切っている状況にございまして、50％

台を推移しているという状況でございます。

そういう状況で、私も非常に中華○外山委員

航空のほうから宮崎便は廃止すると言ってくる

おそれがあるかなという危惧の念があるんです

ね。昨年、私が議長として中華航空に行ったと

き、はっきり向こうから言われたのは、今オー

プンスカイになっとるから、日本に来てくれと

いうところは幾らでもあるんだと、採算がとれ

なくなったら宮崎便は廃止しますということで

した。

ですから、今非常に厳しい状況にあると、そ

ういう中で、この台湾路線というのはいろんな

経済的、観光的含めて、非常に大事な路線なん

です。ですから、台湾路線をつくる前には、県

を挙げて、いろんな県民に呼びかけて、チャー

ター便を相当飛ばしました。あの取り組みとい

うか、熱気は、今県のほうにはないような感じ

がするんです。

ですから、県として中華航空の搭乗率を上げ

るために、これは商工だけの話じゃないんです

、 、が 商工が中心となって何か具体的な取り組み

何も県の職員を鹿児島みたいに送れということ

は言いませんが、何か具体的な取り組みを今考

えておられるのかどうか。

今回の訪○安田観光物産・東アジア戦略局長
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問の中で、路線の維持をするためには、今委員

おっしゃったとおり、思いはあっても、搭乗率

が低かったら企業としてはなかなか厳しい判断

をしなくちゃいけないと、ただ、今回宮崎県か

らも議長を初め、訪問団を派遣しまして、ぜひ

もう一回一緒になってやっていこうという話が

ありました 確かに日本側からのお客さんが減っ。

てますけども、トータルとして搭乗率が減って

ますので、商工サイドとしては、まずは今取り

組んでます台湾からの旅行客、これの増加、ト

ータルとしての搭乗率をぜひもう一回、台湾の

エージェントとも十分連携してやっていきたい

と思ってますし、特に今回政府を訪問した際に

亜東関係協会、向こうの外交の部門の窓口です

けれども、そこでさまざまな意見交換をやった

中で、あちらからは、例えば確かに観光客とか

、 、 、いろんなこと いろいろあるけれども １つは

例えばちょうどこちらの訪問団で、市長会の会

長さんであります宮崎市長もいらっしゃったも

のですから、例えば市町村の姉妹都市みたいな

ことで、ベースになる交流をしっかりと育てて

いこうと。それから、あるいは県の立場で言い

ますと、例えばどこかの県と、例えば観光交流

協定であったり、スポーツ・文化協定であった

り、そういった交流のベースになる部分の構築

といいますか、そういったものも大変大事じゃ

ないかというお話もありまして、その点につい

ては大変取り組むべき課題かなというふうに今

感じているところです。

今話を聞いておりまして、具体的○外山委員

なこういう方向でやっていこうというプランニ

ングがまだないような感じがするんですけれど

、 、 。も やっぱり相当腰を入れて 気持ちを入れて

例えば宮崎のゴルフ場はすばらしいのがいっぱ

い、フェニックスもあるでしょ、このゴルフ場

に来てもらう人を呼び込むとか。それから修学

旅行で宮崎に来てほしいということは我々議会

でもやっておりますが、逆に宮崎から修学旅行

を送り込むとか、具体的なそういうプランニン

グを、明確なものを出して、県を挙げてこの路

線の維持のために頑張っていかんといかんとい

う気がします。ぜひ具体的なプランニングをつ

くってもらうように要請をしておきます。

済みません。先ほどの搭○孫田観光推進課長

乗率のお話ですが、年末年始ぐらいにかけては

非常に低い搭乗率ですが、その後、回復傾向を

見せておりまして、今手元の数字では、４月の

段階では79％程度まで回復しているということ

でございます。

しかしながら、中華航空側の一番の要望とい

たしましては、台湾から宮崎に行く分は、目標

は達成していると、しかしながら、宮崎から来

る分が少ないということが非常に問題だという

御指摘を受けているところでございます。

特に、企業誘致の環境整備、イン○中野委員

フラ整備ということで、質問というよりもお願

いになると思うんですが、この20日間は地元に

どっぷりとつかっておりました。ですから、い

ろんな人に会いました。進出してきた企業の代

表の皆さん方にもかなり会ったりして、いろい

ろ話を聞いたんです。企業誘致に積極的に取り

組まれておるんですが、我がえびのあたりには

なかなか誘致されておりません。

それで、土地もあるし、人もいるし、さっき

交通の話もありましたが、えびのは、とうの昔

に交通整備はされているんですが、誘致がなか

なか思うようにいかないと。それで、いろんな

理由がありましたが、その中にぜひ皆さん方に

お願いしたいのは、取り組んでもらいたいんで

─すが、電力の供給が非常に弱いという指摘
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これは前、商工観光労働部にお願いして、九電

にお願いした経緯も過去あったんですが、今回

もそういう話がありました。

特に、電線が古くて、電力の供給が弱いんだ

と、そういう指摘がありました。それで、変電

所と変電所の間が遠いとか、そういうので、何

とか電線を新たなものにしてもらえるかどうか

してもらわんと、そういう電力を使う産業は誘

致できないというのが１つ、ですからこっちの

ほうは九電さんに極力お願いをしてもらいたい

と。

それから、光ファイバーなんですが、まだ、

えびの全体に張りめぐらされておりません。で

すから、今どきこれがないところに進出した企

業も含めて、非常に困っているという話であり

ました。ですから、市のほうからも直接聞いた

ら、お願いを直接したりはしているという話で

ありましたが、やはり光ファイバーの設置、あ

るいは電力供給の完全なる体制、これも企業誘

致インフラの整備の一つだと思いますので、あ

ながちえびのだけではなくて、宮崎県下津々浦

々のところは、こういうのがまだきちんとされ

ていないんじゃないかなと思うんです。光ファ

イバーの設置についても何か離れていると、何

か増幅所みたいのが必要で、億単位のお金がか

かるとか云々と、こう言われております。

ですから、そういうところの整備を、これは

行政が積極的に働きかけたり、あるいは行政そ

のものがそういうところへの補助をきちんとし

てもらって、宮崎県下やその他のどんどん企業

が来るところの状況と変わらないような、そう

いう誘致インフラの整備をぜひ積極的にしてほ

しいというお願いでございます。その取り組み

の姿勢を含めて、部長か局長かにお尋ねしたい

と思います。

まさに委員おっしゃ○福田企業立地推進局長

るように、企業の立地、誘致を促すときの環境

の整備というのは大変重要で、その中には団地

整備というのもありますし、委員がおっしゃら

れたように、光ファイバーの整備というのは我

々の耳にも届いてきておりまして、今、何とか

そこができないかということも検討をしている

ところでありますので、ぜひそういうものも含

めて、企業誘致がしやすい環境を、それも全県

的に広くできるような環境をぜひ進めていきた

いというふうに思っております。

。○中野委員 電力のことに今触れられましたか

電力のほうも、これ○福田企業立地推進局長

は九電さんがあることですので、我々が一存で

どうこうということはいきませんけど、九電さ

、 、んにそこの辺は これもえびのの関係の会社は

私も福岡事務所におりまして、具体的にあそこ

の会社かなというふうなことも想像しておりま

すので、九電さんにもいろいろと要望をしてい

きたいというふうに考えております。

ＮＴＴも九電も県庁以上に官僚の○中野委員

体制の強いところですから 皆さんが一丸となっ、

て取り組まないと、なかなか返事をしません。

取り組んでくれませんから、ひとつよろしくお

願いしておきます。

ほかにありませんでしょうか。○黒木委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それではそ○黒木委員長

の他を終わりまして、以上をもって商工観光労

働部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時２分休憩

午前11時５分再開
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それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

県土整備部の皆さん、よろしくお願いいたし

ます。報告事項の説明を求めます。

商工建設常任委員の皆○大田原県土整備部長

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして格段の御指導、御協力をいただいてお

り、感謝申し上げます。

説明に入ります前に、県南調査についてお礼

を申し上げます。

委員の皆様方には、７月の１日から３日にか

けまして、国道447号、真幸バイパス及び主要地

方道京町小林線等を調査いただき、まことにあ

りがとうございました。調査先での御意見等に

つきましては、今後の参考にさせていただきた

いと存じます。

続きまして、本日の説明事項についてであり

ます。

まず、商工建設常任委員会資料、これをごら

んください。

目次にありますとおり、本県におけるコンテ

ナ貨物の現況につきまして、空港・ポートセー

ルス対策監から説明させたいと存じます。

次に、もう一つ別に配付しております県営住

宅における住宅使用料算定誤りについてであり

ます。

このことにつきましては、ことし３月の商工

建設常任委員会におきまして、その時点で判明

いたしておりました内容について御報告申し上

げましたが、このたび全体の調査結果がまとま

り、過小徴収としまして891万5,431円、過大徴

収としまして154万372円の算定誤りが判明いた

しました。今回の事案は、県民の皆様の住宅行

政に対する信頼を失わせるもので、まことに遺

憾であり、大変重く受けとめております。今後

職員への指導を徹底するなど、再発防止に努め

てまいりたいと存じます。このたびはまことに

申しわけありませんでした。本日は、算定誤り

の原因分析や再発防止への取り組みなどにつき

まして、お手元の資料により、建築住宅課長か

ら説明させたいと存じます。

私からは以上であります。どうぞよろしくお

願いいたします。

港湾課で○川野空港・ポートセールス対策監

ございます。私から、本県におけるコンテナ貨

物の現況についてということで御説明をさせて

いただきます。

ことしの２月以降、県内のコンテナ定期化航

路につきましては、いろいろ変動がございまし

た。その都度、委員の皆様方には御報告させて

、 、いただいておりますけれども 改めまして今回

現在のコンテナ貨物の状況とあわせまして御説

明させていただきます。

なお、本件でのコンテナ貨物は、重要港湾３

港のうち細島港と油津港で取り扱っております

、 。ので この２港につきまして御説明いたします

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。

まず、細島港について御説明いたします。

①のコンテナ貨物量の推移についてでありま

す。

図１、細島港コンテナ貨物の推移をごらんく

ださい。

横軸は、暦年で、平成20年までは２年置きに

表示してございます。縦軸につきましては、貨

物量ですけれども、単位のＴＥＵにつきまして

は、長さ約６メートルのコンテナで換算しまし

た取扱個数をあらわす単位でございます。

細島港の貨物量の推移といたしましては、平

成５年にコンテナ定期航路が開設して以降、平
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成10年には２万ＴＥＵを超えまして、その後も

増加傾向にあります。平成24年は、これまでで

最多の２万9,000ＴＥＵとなっております。

参考としまして、平成24年までのコンテナ定

期航路の開設状況を下に記載してございます。

ごらんいただきますとおり、これまでに韓国、

台湾、神戸との定期航路が開設されております

が、航路や便数の増加に伴いましてコンテナ貨

物量が増加している状況でございます。

続きまして、２ページをお開きください。

、 。次に ②の貿易額の推移についてであります

、 。図２ 細島港貿易額の推移をごらんください

。財務省の貿易統計をもとに作成しております

図中の白い部分が輸入額、ピンク色の部分が輸

出額、合計を最上部に青文字で記載しておりま

す。

なお、この貿易額につきましては、コンテナ

貨物だけではなく、石炭などのばら貨物も含め

た額となっております。

細島全体といたしましては、リーマンショッ

クの影響などによる変動は少しございますけれ

ども、貿易額は増加傾向となっております。

また、輸出につきましては、平成５年にコン

テナ航路が開設されたことによりまして、付加

価値の高い製品がコンテナを使いまして輸出可

能となったことから、貿易額が増加傾向となっ

ております。

次に、③のコンテナ貨物の品種別取扱量につ

いてであります。

図３、細島港コンテナ貨物の品種別取扱量を

ごらんください。

平成24年の取扱量につきましては、左に輸出

貨物、右に輸入貨物を記載しておりますが、輸

出貨物につきましては、細島港周辺に立地しま

す企業が製造する合成樹脂が最も多く、近年で

は台湾など海外への原木輸出も増加している状

況でございます。

輸入貨物につきましては、主に繊維製品の原

材料となります綿花や合成樹脂、背後圏で消費

される牧草や稲わらなどの農産品が多くなって

おります。

以上が細島のコンテナ貨物の現況でございま

す。

続きまして、３ページをお開きください。

油津港につきまして御説明いたします。

①のコンテナ貨物量の推移についてでありま

す。

図４、油津港コンテナ貨物の推移をごらんく

ださい。

油津港の貨物量の推移といたしましては、平

成13年にコンテナ定期航路が開設して以降、平

成17年から20年の４年間につきましては、貨物

量が減少しておりますけれども、全体的には増

加傾向というふうに考えてございます。

参考としまして、その下にコンテナ定期航路

、 、の開設状況を記載しておりますが 油津港では

これまで韓国、神戸との間に定期航路が開設さ

れております。ごらんのとおり、韓国航路が１

社、神戸航路が１社の状況となっております。

これらのコンテナ航路の開設に伴いまして、貨

物量が増加しているというふうに考えてござい

ます。

次に、４ページをお開きください。

４ページにつきましては、②の貿易額の推移

についてであります。

、 。図５ 油津港貿易額の推移をごらんください

油津港では 紙パルプの原材料でありますチッ、

プ材の輸入量が大きいことから、輸出に比べま

して輸入の割合が高くなっております。

また、輸出につきましては、細島港と同様、
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コンテナ航路が開設されたことによりまして、

付加価値の高い製品がコンテナで輸出可能と

なっており、増加傾向ということになっており

ます。

油津港全体といたしましても リーマンショッ、

クの影響などによる変動はあるものの、平成17

年以降は一定規模の貿易額を確保しておるとい

う状況でございます。

次に、③のコンテナ貨物の品種別取扱量につ

いてであります。

図６、油津港コンテナ貨物の品種別取扱量を

ごらんください。

先ほどの細島港と同じく、平成24年の取扱量

を示しております。輸出貨物につきましては、

紙・パルプの割合が55％と高く、次いでタイヤ

などのゴム製品の順となっております。

輸入貨物につきましては、主に燃料用のゴム

チップなどのくずもの、ソーラーパネルのフレ

ーム材などの電気機械、自動車用の資材などの

金属製品の順となっております。

以上が油津港のコンテナ貨物の現況でありま

す。

続きまして、５ページをお開きください。

３のコンテナ定期航路の現況についてでござ

います。

図７、コンテナ定期航路のイメージ図をごら

んください。

コンテナ定期航路につきましては、現在、細

島港、油津港とも、韓国の釜山港を結ぶ韓国航

路と神戸を結ぶ神戸航路の２航路となっており

ます。韓国以外への国々との輸出入貨物につき

ましては、釜山港、あるいは神戸港から積みか

えて輸送ということになってございます。

①の細島港のコンテナ定期航路についてでご

ざいます。

韓国航路につきましては、表の１段目と２段

目にありますとおり、ことし５月に長錦（シノ

コー）商船、南星（ナムスン）海運が週１便か

ら週２便に増便となっております。

また、６月からは新たに、上から４段目の高

麗（コウライ）海運が寄港することとなりまし

て、週１便で寄港しております。現在は、昨年

の２倍であります週６便ということになってお

ります。

また、神戸港につきましては、週２便の体制

でございます。

次に、②の油津港のコンテナ定期航路であり

ます。

韓国航路につきましては、昨年５月に週２便

に増便となっておりましたけれども、そのうち

１便がことし５月から細島港にシフトしたとい

う関係から、現在は週１便ということで、もと

の状況に戻ったところでございます。

また、神戸港につきましては週１便となって

おります。

以上、本県におきますコンテナ貨物の現況に

ついて御説明いたしましたけれども、県といた

しましてはこれからも本県港湾の利用促進に向

けまして港湾機能の強化、あるいは宮崎県ポー

トセールス協議会等を通じまして、各関係諸団

体と官民を挙げまして、今後とも積極的なポー

トセールスに取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。

港湾課は以上でございます。

建築住宅課であります。○森山建築住宅課長

別冊資料の１ページをごらんください。県営住

宅における住宅使用料算定誤りについてであり

ます。

まず、１の概要であります。

去る３月４日に小林市内の県営住宅におきま
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して住宅使用料の算定に誤りがあることが判明

いたしました。これを受けまして、過去５年分

及び現年度分の県営住宅の住宅使用料の算定に

ついて全数調査を行い、その結果がまとまりま

したので、御報告いたします。

調査結果集計表をごらんください。

まず、表の２行目、平成20年度から24年度ま

での過年度分でありますが、調査総件数４

万1,594件に対しまして 誤りのあった件数が135、

件、括弧書きになっておりますのは世帯数であ

りまして、108世帯となっております。世帯数と

数字が異なりますのは、同一世帯で複数年度に

わたって誤りがあったケースがあるためでござ

います。

以下、件数で御説明させていただきます。

135件の内訳は、過小徴収が95件、金額にし

て881万2,231円、過大徴収が40件の151万6,472

円であります。

次に、３行目の現年度分でありますが、調査

総件数8,189件に対しまして誤りのあった件数が

６件で、過小徴収が４件の10万3,200円、過大徴

収が２件の２万3,900円であります。

過大徴収と過小徴収を合計しますと、計の欄

、 、に記載のとおり 調査総件数４万9,783件に対し

誤算定件数が141件で、内訳といたしましては、

過小徴収が99件の891万5,431円、過大徴収が42

件の154万372円となりました。

なお、算定誤りの指定管理者及び土木事務所

ごとの件数、金額の内訳につきましては、資料

の４ページに記載しております。これにつきま

しては、説明は省略させていただきます。

次に、２の算定誤りの原因分析についてであ

ります。

今回の住宅使用料の算定誤りは、次の３点が

主な原因と考えております。

まず、１点目は、住宅使用料の算定方法が複

雑であるということでございます。

従前の住宅使用料は、建物ごとに基本的に同

一の使用料でありましたが、現在は入居者の所

得金額、家族構成及び寡婦、障がい者、高齢者

などの属性に基づき、個別に算定いたしますの

で、入居者ごとに毎年住宅使用料が変わるなど

複雑になっている中で、関係職員の業務知識が

不十分であったと考えております。

ここで住宅使用料の算定について御説明した

いと思います。

資料の３ページをお開きください。

１の住宅使用料算定事務の概要について簡単

に御説明いたします。

県営住宅使用料の算定は、公営住宅法に基づ

き、毎年度行うこととされております。

まず （１）のとおり、例年７月に全ての入居、

者の方から収入申告書を提出していただき、

（２）のとおり、世帯ごとの扶養関係を確認し

た上で、所得証明書等により入居者及び同居者

ごとの所得の額を算定し、世帯全員の所得の年

額を求めます。

次に （３）に記載のとおり、控除の種別、配、

偶者、同居者及び別居者控除など５種類ありま

すが、それぞれの要件を詳細に確認しまして、

、 。該当者数から控除額を算定し 合算いたします

次に （４）のとおり、所得の合計額から控除、

額を差し引き、それを12で割って、家賃算定基

礎額を出します。この家賃算定基礎額に②から

⑤までの補正係数を乗じて住宅使用料を算定す

ることとなります。

次に、その下の２の算定誤りの主な事例であ

ります。

寡婦控除要件を満たしていない者について寡

婦控除をしていた。これが18.7％あり、そのほ
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か転職した場合の所得の把握において算定方法

に誤りがあったもの、扶養関係のない別居親族

を控除対象に加えていたもの、同居者の所得を

世帯の所得に加算していなかったものなどでご

ざいます。

、 。それでは 資料の１ページにお戻りください

２の算定誤りの原因分析の２点目でございま

す。

（ ） 。２ の研修が不十分だったことであります

これまで住宅使用料の算定を担当する職員に

対する研修は、年１回、毎年６月末に行ってお

りましたが、研修の内容が収入申告における基

本的事項や留意事項にとどまっており、内容が

不十分であったと考えております。

３点目は、チェック体制の不備であります。

収入申告書の審査につきましては、これまで

も各土木事務所等及び指定管理者において、複

数の職員がチェックを行っておりましたが、結

果的に組織としてのチェック体制が十分機能し

ていなかったものと考えております。

資料の２ページをお開きください。

３の再発防止への取り組みについてでありま

す。

今回の事案の反省を踏まえ、二度とこのよう

なことが起こらないよう、以下の取り組みを実

施いたします。

まず （１）の関係職員への研修の充実であり、

ます。

関係職員の業務知識が不十分であったことが

誤りの一因と考えられますので、住宅使用料算

定マニュアル等の充実を図るとともに、研修に

つきましても、実務に即した内容の見直しを行

い、回数についても複数回実施することといた

します。

次に （２）の審査体制の強化であります。、

本年度から全ての県営住宅について指定管理

者制度を導入しておりますことから、指定管理

者を加えた審査・チェック体制の強化を図りま

す。

まず最初に、審査をいたします指定管理者で

ありますが、複数の担当者により、収入申告書

の審査及び審査後のチェックを徹底して行うな

ど、誤り防止のための体制の強化を図ります。

次に、各土木事務所等の職員が、指定管理者

がチェックを行った収入申告書全数を集中的に

チェックいたします。

次に、各土木事務所等のチェックが終わった

後、建築住宅課の職員によりまして、サンプリ

ングによる収入申告書のチェックを行います。

以上のように審査、チェック体制を三重に強

化することで、再発を防止したいと考えており

ます。

次に、４の今後の対応であります。

まず （１）の方針であります。、

今回の算定誤りによって過大、あるいは過小

徴収となった住宅使用料の取り扱いでございま

すが、算定誤りは、県のチェック体制の不備等

によるものでありますので、入居者との信頼関

係保持等を総合的に勘案し、過小徴収分の追加

徴収は行わず、過大徴収分につきましては、還

付することといたします。

次に （２）の還付の方法等であります。、

まず、現年度の過大徴収分については、８月

から正しい住宅使用料に改定し、４月から７月

までの４カ月分につきましては、10月までに還

付を行います。また、過小徴収分については、

使用料の値上げとなりますので、対象となる入

居者の方に十分御説明し、御理解をいただいた

上で、９月までに正しい住宅使用料に改定した

いと考えております。
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次に、過年度の過大徴収分につきましては、

過去５年分に法定の利息を付しまして、10月ま

でに還付を行います。

最後に、５のその他でございますが、今後、

今回の住宅使用料算定誤りに関係する全ての入

居者の方々のもとにお伺いいたしまして、内容

の説明と謝罪をさせていただきたいと考えてお

ります。

なお、今回入居者の皆様を初め、県民の皆様

に多大な御迷惑をおかけすることとなりました

ことにつきまして大変申しわけなく、改めて深

くおわびを申し上げます。今回のことを教訓に

いたしまして、二度と誤りを起こさないよう努

めてまいりたいと思います。今後とも御指導を

、 。いただきますよう よろしくお願いいたします

建築住宅課は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○黒木委員長

質疑はありませんか。

この住宅使用料の算定誤りで、過○中野委員

大徴収分の154万372円をそれぞれに戻すわけで

すよね。いわゆるこの154万円というのは、戻す

財源というのはどこになっとるんですか、経費

種類というのはどういう感じになるのかお尋ね

いたします。

返す財源でございますで○森山建築住宅課長

しょうか。

はい。○中野委員

償還金というのが財政課○森山建築住宅課長

のほうにあるということでございますので、そ

れを利用させていただくということでございま

す。

その件はわかりました。○中野委員

コンテナの件でお尋ねしますが、いわゆる細

島、それから油津、ここの輸出、あるいは輸入

のコンテナないし総貿易額の推移が説明されま

したが、今回我々が調査で、鹿児島県の志布志

港に行ったんです。そこで聞いたら、宮崎県で

使用する家畜用のえさ、あるいはわら、かなり

の量が来ておりました。

それから、宮崎県から産出された木材もかな

りありました。それから、都城のゴム製品とい

うのはタイヤのことだと思うんですが、そのタ

イヤもかなりあるという話でしたが、結果的に

宮崎県で輸出する総体量、あるいは輸入する総

体量の宮崎県の２つの港の取扱高というのは、

、 、額でもいいし コンテナの量でもいいんですが

何割ぐらい占めてるんですか。いわゆる反対は

宮崎県外の港を利用しているということですよ

ね。だから、せっかく宮崎県に油津と細島が、

あるいは宮崎港もあるのにどのくらいを取り

扱ってるのかなと、つくづく志布志を見て思っ

たんですが。

今、中野○川野空港・ポートセールス対策監

委員から御質問ございました。県の総合交通課

が平成20年に貨物の動向調査を行ってございま

す。その中で、陸路、海、それと鉄道とか、空

路等を分けておりますけれども、陸路が全体の

約７割程度を占めてございます。宮崎から出て

いくものの海路、海につきましては、大体３割

、を切る程度ということでなってございますので

陸路のほうにつきましては、仕向け先につきま

しては、今のところ聞いてる範囲では、博多港

が多いというふうに聞いておりますけれども、

そこから先の港湾 別の宮崎県の仕向け地に行っ、

たときの利用状況というのは、ちょっと把握し

ていないところでございます。

今陸路云々と、こう言われました○中野委員

が、それは輸出、輸入のことで質問してるんで

すが、国内消費というのも入ってるということ

ですか。輸入、輸出という部分も入ってるとい
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うことですか。輸出、輸入だけでの取り扱い、

港を利用しなければならない分のうちで幾らか

というのをお聞きしたかったんですが。

委員のおっしゃるのは、宮崎○永田港湾課長

県内で生産されるもの、もしくは輸入するもの

のうち、県内の港なりを使ってるのがどのぐら

いあるのかということだと思うんですけど。

、 。○中野委員 簡単に言えば そういうことです

はい。貨物の動向の調査の中○永田港湾課長

では、そういったものの調査というのは十分に

ございませんで、ただし、そのかわりに商工観

光労働部のほうが貿易企業の実態調査というの

をやってございます。平成23年にやってるんで

すが、例えば県内からの輸出額、これは1,200億

ほどございます。そのうち輸出でいきますと、

細島港から420億ほど出ております。油津港が35

億、宮崎空港が約100億ほどございます。

ただ、これ県内の企業とかに対するヒアリン

グ調査ですので、1,200億のうちの390億は、

ちょっとどこから出ていくかわからないという

ようなものもございます。

ちなみに言いますと、わかってる範囲では、

博多港が50億使われているというようなヒアリ

ング結果がございます。輸入につきましては、

宮崎県への輸入額というのは企業ヒアリングに

よりますと、宮崎県内の業者さんが約800億の輸

入をしていると。そのうち細島港から410億、油

津港から110億、宮崎空港からは500万、600万程

度になっております。ということは、かなりそ

ういった空港だとか港だとか以外で輸出入が行

われているという状況があろうかと思います。

以上です。

今から東九州道もどんどん整備さ○中野委員

れて、開通していきます。中央道もできてると

思うんです。それから、都城の志布志道路、こ

れも整備されていく。逆に言えば、まだ全部整

備されていない状況で、志布志港からかなりの

ものの輸入、いわゆる輸出が出ていると。輸入

では、コンテナがほとんどがわらということで

したので、びっくりしました。

それから、タイヤというのは、オーツ……。

今は何というタイヤ会社ですか、都城のタイヤ

製造メーカーのものだと思うんですが、かなり

の量でした。まさか木材があんなにたくさんあ

るとも思いませんでした。

それで、さっき言った交通網が整備されれば

されるほど、志布志道路は交通料がただになる

んですが、そうすると、せっかく港を物すごい

お金をつぎ込んで整備するのに輸入、輸出が減

るということはないと思うけれども、せっかく

、 、宮崎の港だから もっともっと利用が高まって

何か港を通じて反映されるべきだと思うのに、

何か他県の港を利用されているというのに、何

か釈然とせん面があるんです。その辺の取り組

みを交通網が整備されればされるほどきちんと

しておかないと、じり貧になるんじゃないかな

という心配というか懸念というか、持つんだけ

れども、そういう心配は要らないんですかね。

今委員の○川野空港・ポートセールス対策監

言われるとおり、港湾というのは使われて価値

が出てくるという施設でございます。先ほど全

体としまして、県の物流の流れとしまして７割

程度が陸路を使われておるということでござい

ます。いろいろ私も企業の方々とか、運送会社

の方々等々いろいろ御要望したりお聞きしたり

するんですけれども、企業の方に言わせると、

やはりコストがいいと、あるいは利便性が高い

ということで、陸路を選ばれているということ

をお聞きいたします。

しかしながら、輸出をするとか、あるいは大
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量に運ぶ、期間を問わずにですね、ということ

で、例えば二酸化炭素の縮減効果でありますと

か、あるいは危機管理の関係上 道路網は整─

、備が必要ですけれども 道路だけではなくて─

、 、 、代替となる空路 あるいは鉄路 あるいは港湾

海運業というところがしっかりしておく必要が

あるということで、今も県外の業者さんも含め

まして、特にポートセールスということで、海

運関係の方を中心に企業の方々にできるだけ港

を使ってくださいということでお願いをしてい

るところでございます。

今後世界の経済状況によりましてちょっと貨

物量が減ったりふえたりしますけれども、その

あたりは経済状況を見きわめながら、確実に県

内の港を使っていただくということで依頼をし

ていくということが非常に肝要かなというふう

に考えております。先ほど申しました宮崎県ポ

ートセールス協議会というところは重要港３港

を持ちます市町村、プラス県内の企業さんも含

めまして89団体が加入してございます。今後と

もそのあたりと密接に連携とりながらお願いし

ていくことになれば、港湾の利用も促進されて

いくのかなというふうに考えているところでご

ざいます。

ちょっと具体的に、私は、特に油○中野委員

津港を心配しているんですが、油津港の輸入の

ところの③の表、あそこの製紙工場が輸入する

のはどの部分になるんですか、くずもの、ここ

だったですか。

資料の４○川野空港・ポートセールス対策監

ページの輸入貨物のところの右側のくずもの、

これでございますけれども、ボイラー用の燃料

となりますタイヤチップとか、そういうやつの

くずものというふうに聞いております。

あそこで紙をつくっているわけだ○中野委員

から、輸入するパルプ材、それは入ってこない

んですか。この前言ったけど、何か……。

ここに掲○川野空港・ポートセールス対策監

げておりますのは、コンテナ貨物ということで

数量を掲げてございます。委員が言われますパ

ルプ材、チップ材等につきましては、ばら貨物

ということで運んでまいるものですから、この

。コンテナ貨物の数値にはあらわれておりません

しかしながら、先ほど貿易額のところで申し

ましたけれども、貿易額の中には紙パルプの材

料でありますチップ材の輸入量がかなり大きい

ということになってございます。

はい、わかりました。○中野委員

それから、輸出のゴム製品、これは都城の住

友ですか パーセントだけだから、金額はわ─

かりませんが あそこのタイヤ工場から出て─

おりますよね。志布志からもかなり出ておった

ようですが このあたりはせっかく宮崎県にあっ、

て、しかもここも利用してもらっているという

ことは、非常に利用を高めることを直接住友ゴ

ムですか、あそこに行って相談とか、何かそう

いうことは県としてできないんですか。土木の

ほうがそれを取り扱う部ではないと思うけれど

も、どうなんですかね。

この４ペ○川野空港・ポートセールス対策監

、ージの表の輸出貨物のゴム製品につきましては

言われるとおり住友、ダンロップタイヤの輸出

でございます。この住友ゴムさんのところにつ

きましては、先日も県内の港湾を使ってくださ

いということで、工場まで出向きましてお願い

をしてまいりました。

その中で、企業といたしましての立場という

ところも教えていただいたんですけれども、住

友ゴムさんにつきましては国内に大きな工場が

４つございまして、それぞれの工場で一定程度
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の、ある程度の大きさのやつを全種類ではなく

て、分けてつくっておると。都城の工場につき

ましては太ものと言われましたけれども トラッ、

クとかバス等に使われるものがメーンでありま

すということでございました。海外に輸出する

ときには、国内の工場の要求されました規格の

ものを一旦集めて、それを荷として海外に出し

ておりますということでございましたので、必

要なところのタイヤをメーンとして出しますも

のですから、住友さんとしましても油津も使う

と、志布志も使うと、そして博多も使うという

ことで、一定程度分散した形での輸出になると

いうことで言われると、県内の油津港のみに特

化するということは非常に困難であるというふ

うな話を伺ったところでございます。

わかりました。○中野委員

県営住宅の使用料についてちょっ○外山委員

とお尋ねしたいんですが、従前は同一価格でと

いう徴収、このような形にこれいつごろ変わっ

たんですか。

家賃の算定法が変わりま○森山建築住宅課長

したのは、公営住宅法の改正に伴いまして、平

成10年の４月から変わっております。

相当前に変わったんですね。これ○外山委員

は法でこういうふうにしなさいという形になっ

たんですね。

はい。法の改正でこのよ○森山建築住宅課長

うになりました。

ということは、市営住宅も町営も○外山委員

同じだろうと思うんですが、この算定方法を見

ると、非常に複雑で、いろんな項目を見ると、

毎年これは算定しないといけないですね。私は

従前のように１つの部屋を同じ価格でいいと思

うんだけど、こういう非常に複雑な徴収の仕方

をすると、また間違って徴収する可能性はある

と思うんです。どうですか、担当の県土整備部

のほうとして、いわゆる宮崎県は従来どおりや

りますよというふうにはいかないんでしょ。

はい。家賃は単純なほう○森山建築住宅課長

が私たちもいいとはと思うんですが、ただ、公

営住宅法の改正で、法の中で位置づけてござい

ますので、例えば県の条例で法を越えて変える

とか、そういうことはちょっとできないという

ふうに思います。

それで、また再発するんではないかというこ

とでございますけども、これにつきましては、

先ほど少し御説明いたしましたけども、非常に

複雑になってございますので、算定のマニュア

ルというのを 今あるんですけども、ちょっ─

と簡単なものでございますから さらに詳し─

く、そして今回の誤った事例等をＱ＆Ａ方式に

しながら それを織り込みながら 詳しいマニュ、 、

アルを策定したいと思います。

それと、研修も年に今まで１回しかやってま

せんでしたけども、実務に即した詳しい研修を

数回行いたいというふうに思います。

それと、チェック体制でございますけども、

今年度から県営住宅全部について指定管理者制

度を導入しておるわけでございますけども、指

定管理者、土木事務所、そして私たち建築住宅

課で、三重のチェックを行いまして、間違いの

。ないようにしたいというふうに考えております

一人一人の置かれた立場をきちっ○外山委員

と勘案して家賃を取りなさいということでこう

いう形になったんでしょうけど、しかし、また

間違いが起こると、今度は行政に対する不信感

がそこで増幅していきますから。果たしてこう

いう細かいところまでやっていく必要があるか

、 、どうか またこれは議会の私の立場でも考えて

国のほうにそういう話をしてみたいとは思いま
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すけれども、非常にこれは複雑です。この計算

の方法は、毎年せにゃいかんでしょ。何かそん

な感じがしました。これ以上はここで議論して

もしようがありませんから、ここでやめますけ

ど、いいです。

手短に答弁をいただきたいんです○西村委員

が、コンテナ貨物について２点ほどあります。

１つは、45フィート特区をとった後の動きを

１点と、もう一点は、宮崎県は今東アジアに向

けて県産品を売り込もうということで、コンテ

ナでどのように輸送したらいいかとか、非常に

実証実験等もされたという結果を過去に見まし

たけれども、その後、結局いろんな食品関係者

に聞きますと、食肉でも何でも、結局博多港を

利用されてるという話を聞いております。今回

もコンテナの中では、いわゆる農産品の輸出貨

物というパーセンテージが非常にここに載って

、ないぐらい低いんじゃないかなと思いますので

本県からの農産品、食品の輸出の状況とか、今

後の可能性を伺いたいと思います。

、○川野空港・ポートセールス対策監 それでは

１点目、45フィート特区についての現在の状況

ということで、手短に御説明いたします。

ことしの３月に特区認定をいただきまして、

主体的に実験等もしていただきましたソーラー

フロンティアさんにやっていただいたんですけ

れども、45フィートコンテナを運ぶための車、

シャーシと言いますけれども、これの製作に既

に入ったというふうな情報をいただいておりま

す。

あとは、車ができましたら車検等の手続、あ

るいはソーラーフロンティアさんは海外向けと

いいますと、ヨーロッパ向けが多いものですか

ら、そのあたりの在庫状況、あるいは45フィー

トコンテナ自体の調達状況等を含めまして、ま

た今年度中の早い時期に１回出しておきたいと

いうふうなことで聞いてございます。

２番目の東アジアに対する農産品ということ

で、今の状況ということでございます。先ほど

西村委員も言われましたとおり ちょっと２─

月に休止になってしまいましたけれども、台湾

航路を使いまして実証実験をしてございますけ

れども、その後は県内からの輸出がない状況で

ございます。言われますとおり、博多港から出

されると。博多港につきましては便数、あるい

は直通便等も結構ございますので、そちらのほ

うが利便性が高いということでございます。県

内につきましては、また農政水産部のほうも東

アジアを含めまして、フードビジネスというこ

、とで頑張っていくということでございますので

今後は連携しながら、港湾の活用を図ってまい

りたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。

１点目は、よくわかりました。○西村委員

２点目の農産品については、これは部署がま

たがる問題でありますので、こちらはコンテナ

とか港の活用ということなので、そちらが中心

なんですけど、農政とか商工と連携をして、こ

れからどんどんその分野が広がっていくわけで

すから、ぜひ県内の港から直接送れるように、

どうしても釜山で間接的に日数がかかるという

デメリットをどう解消していくかということの

検証をぜひ続けていただきたいと思います。以

上です。

ほかに質疑はありませんか。副○黒木委員長

委員長ないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、質疑もないようです○黒木委員長

ので、報告事項については終わります。

その他、何かありませんか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それでは以○黒木委員長

上をもって県土整備部を終了いたします。執行

部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午前11時55分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

12時までということになっておりますが、若

干時間が過ぎるかもしれませんが、それで進め

てよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○黒木委員長

ただきます。

７月26日の午後から開催されます、高速自動

車国道建設促進宮崎県期成同盟会総会における

委員長報告についてであります。

６月の委員会でも申し上げましたが、本期成

同盟会は当委員会が主体となって活動しており

まして、活動報告を商工建設常任委員長が行う

ことになっております。

お手元に26日の総会資料と委員長報告（案 、）

決議（案）を配付しておりますが、委員長報告

は、総会資料２ページから６ページの平成24年

度事業報告をまとめたものであります。

また、総会において、決議（案）を商工建設

常任副委員長が読み上げ、決議することとなっ

ております。

委員の皆様、委員長報告（案）と決議（案）

の一読をお願いいたします。

明後日の期成同盟会総会における委員長報告

（案 、決議（案）について、この内容で御異議）

ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○黒木委員長

ただきます。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それでは、○黒木委員長

以上をもって本日の委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

午前11時57分閉会



署 名

商工建設常任委員会委員長 黒 木 正 一
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